
 
 

 
     
    
      
       

 
 

   
 

 
  

 
 

 
   
          

    
     

      

 
    

 
    

         

         
         

 
         

   
      

                
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
 

 
  

 
 

 
  

 
 



 
  

 
 

   
 

 
   
     
     
     

  
  

 
   

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
   

 
  

 
 

   
 

 
    

 
 

   
 

 
 

    
  

 
 

 
   

 
      

 
 

 
    

 
  



 
      

 
     

 
 

   
 

    
 

 
       

 
 

       
 

 
       

 
 

       
 

 
       

     
 

       
 

 
       

     
 

       
     

 
       

      
 

       
     

 
       

 
 

       

      
 

       

    
 

  
      

 
  

      
 



 
  

      
 

  
       
   

 
  

       
   

 
  

      
   

 
  

     
   



貸付限度額 貸付期間 貸付利率
保証協会の
保証料率

1 　中小企業振興貸付に係る設備資金の借入れ

2 　佐賀県中小企業特別対策資金融資制度要綱
（平成8年佐賀県告示第165号）の規定による
設備の用に供する資金の借入れ

3 　独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平
成14年法律第147号）第2条第1項第3号に規定
する小規模企業者等設備導入資金の貸付けを
受けた都道府県が行う設備資金貸付事業及び
設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の
譲渡もしくは貸付け

1 　原則とし
て、月賦償
還とする。

1 　保証協会
の保証付き
とする。

2 　原則とし
て、物的担
保は必要と
しない。

3 　保証人に
ついては、
保証協会の
定めるとこ
ろによる。

年1.4％以内

6月以内の
据置期間を
置くことが
できる。

2

貸付期間が5年
以内の融資
年1.9％以内
貸付期間が5年
超7年以内の融
資
年2.0％以内
貸付期間が7年
超の融資
年2.1％以内

設備資金
10年以内
運転資金
7年以内

中小企業振興
貸付

保証協会の保
証及び物的担
保・保証人

保証協会の保
証付きとし、
担保及び保証
人について
は、保証協会
の定めるとこ
ろによる。

短期運転貸付 　季節的な運転資金その他の1年以内の短期の運
転資金を必要とする中小企業者

500万円
（ただし、
組合にあっ
ては、
1,000万
円）

1年以内

年1.35％以
内

年1.35％以
内

　原則とし
て、月賦償
還とする。
　設備資金
にあっては
1年以内、
運転資金に
あっては6
月以内の据
置期間を置
くことがで
きる。

1

2

別表（第６条関係）

資金名 貸付対象

　事業資金（設備資金及び運転資金をいう。以下
同じ。）を必要とする中小企業者。
ただし、小規模企業者で運転資金の借入れを行う
ものにあっては、次に掲げる資金の借入れ又は設
備の貸与に伴って増加する運転資金を必要とする
ものに限る。

設備資金
4,000万円
運転資金
2,000万円

償還方法



一
般
資
金

2,000万円 設備資金
10年以内
運転資金
7年以内

貸付期間が5年
以内の融資
年1.4％以内
貸付期間が5年
超7年以内の融
資
年1.5％以内
貸付期間が7年
超の融資
年1.6％以内

年1.35％以
内

1

2

　原則とし
て、月賦償
還とする。
　設備資金
にあっては
1年以内、
運転資金に
あっては6
月以内の据
置期間を置
くことがで
きる。

1

2

3

　保証協会
の保証付き
とする。
　原則とし
て、物的担
保は必要と
しない。
　保証人に
ついては、
保証協会の
定めるとこ
ろによる

2,000万円
（既存の信
用保証協会
の保証付融
資残高（根
保証におい
ては融資極
度額）との
合計で
2,000万円
の範囲内）

設備資金
10年以内
運転資金
5年以内

貸付期間が5年
以内の融資
年1.4％以内
貸付期間が5年
超7年以内の融
資
年1.5％以内
貸付期間が7年
超の融資
年1.6％以内

年0.6％以
内

1

2

　原則とし
て、月賦償
還とする。
　設備資金
にあっては
1年以内、
運転資金に
あっては6
月以内の据
置期間を置
くことがで
きる。

1

2

3

　保証協会
の保証付き
とする。
　原則とし
て、物的担
保は必要と
しない。
　保証人に
ついては、
保証協会の
定めるとこ
ろによる

2,000万円 設備資金
10年以内
運転資金
5年以内

貸付期間が5年
以内の融資
年1.4％以内
貸付期間が5年
超7年以内の融
資
年1.5％以内
貸付期間が7年
超の融資
年1.6％以内

年0.71％以
内

1

2

原則とし
て、月賦償
還とする。
　設備資金
にあっては
1年以内、
運転資金に
あっては6
月以内の据
置期間を置
くことがで
きる。

1

2

　保証協会
の保証付き
とする。
　物的担保
及び保証人
は必要とし
ない。

小
口
事
業
資
金

（特別小口保険利用の場合）
【引き続き1年以上県内に事業所を有し、かつ、
引き続き1年以上県内において同一事業を営む中
小企業者で、保証協会の特別小口保険による保証
以外に信用保証を受けていないもの】
事業資金を必要とする小規模事業者。ただし、源
泉徴収による所得税以外の所得税（法人にあって
は、法人税）、事業税又は県民税若しくは市町村
民税の所得割（法人にあっては、法人税割）のい
ずれかについて、貸付けの申込みの日以前1年間
において納期（延納、納税の猶予又は納期限の延
長に係る期限を含む。）が到来した税額のある者
であって、かつ、当該税額（延納、納税の猶予又
は納期限の延長に係る期限が当該申込みの日の翌
日以降に到来する税額を除く。）を完納している
もの（第6条第1号、第2号及び第3号に掲げる事業
円滑化資金の貸付け又は佐賀県中小企業特別対策
資金融資制度要綱第6条第1号から第43号までに掲
げる特別対策資金の貸付けを受けている者を除
く。）に限る。

　事業資金を必要とする小規模企業者

（小口零細企業保証利用の場合）
　事業資金を必要とする小規模企業者

小
規
模
事
業
貸
付


